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総務文教常任委員会 

令和２年５月１日（金） 

                                             午前１０時３０分～ 

                                          第３委員会室 

１ 開議 

２ 事務局日程説明 

３ 議案審査  

市 長 公 室              

（１） 第２号議案 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

（２） 第１号議案 令和２年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

＜説明～質疑＞ 

 

企画管理部              

（１） 第１号議案 令和２年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

＜説明～質疑＞ 

（２） 報告第１号 令和元年度亀岡市一般会計補正予算（第６号） 

＜説明～質疑＞ 

 

総 務 部                                                                       

（１） 報告第 2 号 亀岡市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

           ＜説明～質疑＞ 

 

教 育 部                                                                         

（１） 第１号議案 令和２年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

          ＜説明～質疑＞ 
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４ 討論～採決         

 

（休 憩）                

 

５ 委員長報告確認     

 

 

（休 憩）                 

 

（本会議終了後）                 

６ 行政報告 

〇新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（案） 

について（総務部） 

 

〇特別定額給付金事業について（企画管理部） 

 

７ そ の 他  

〇新型コロナウイルス感染症対策に係る提言書について 
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総務文教常任委員長報告 

（Ｒ２．５．１） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と 

その結果を報告いたします。 

まず、報告第１号、令和元年度一般会計補正予算（第６号）の本委員会   

所管分でありますが、 

その内容は、補正予算の財源とするための、歳入における地方交付税の  

増額補正であります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって承認すべきものと決定しました。 

次に、報告第２号、亀岡市税条例等の一部改正については、地方税法等の

一部改正に伴うものであり、その主な内容は、所有者不明土地等について、

現に所有している者の申告を制度化すること、子どもの貧困に対応するため、

未婚のひとり親に対して、寡婦控除を適用すること等の改正を行ったもので

あります。         

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって承認すべきものと決定しました。 

次に、第１号議案、令和２年度一般会計補正予算（第１号）の本委員会   

所管分でありますが、 

その主な内容は、 

特別職の給与条例の改正に伴う６月の期末手当の減額補正が、総務費及び

教育費において計上されているほか、 
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 総務費では、移動が制約される中、帰省が困難な大学生等に、ふるさと  

産品を送ることで、若者を応援するための、亀岡ふるさと小包経費の増額補正、 

 教育費では、学校の休校措置などにおける子育て世帯の負担を鑑み、   

経済的に支援が必要な家庭への給付金制度を創設するための、子育て緊急 

支援給付金事業経費の増額補正、 

 補正予算の財源とするための、歳入における財政調整基金繰入金の   

増額補正であります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定  

しました。 

次に、第２号議案、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部

改正については、新型コロナウイルス感染症の緊急支援対策実施においての

一助とするため、令和２年６月の市長等に支給する期末手当を減額しようと

するものであります。 

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定  

しました。 

最後に、新型コロナウイルス感染症によって、今、市民が何を求めて   

おられるのか、市民ニーズをしっかりと把握し、的確な施策を行うよう求め、

本委員会の報告といたします。 



















令和２年５月１１日 

 

亀岡市長 桂川 孝裕 様 
亀岡市議会総務文教常任委員会 

                         委員長 山本由美子 

 

提言書Ⅰ 
 

新型コロナウイルス感染症は、世界的大流行の状況にあり、政府においては、

全都道府県を対象に「緊急事態宣言」を発令した。 

亀岡市においても、外出や活動・営業自粛、学校の休校措置等により、市民生

活はもとより、本市の経済を支える事業者にも大きな影響が出ており、一刻の猶

予も許されない状況である。 

市長におかれては、市民に寄り添った緊急対策を講じていただいているとこ

ろではあるが、新型コロナウイルス感染症対策を最優先事項とする財源確保の

ために、亀岡市議会総務文教常任委員会として下記のとおり提言する。 

記 

１ 令和２年度当初予算で議決した次の事業については、実施できる状況には

ない現状を鑑みて即刻中止の判断を下し、経費を新型コロナウイルス感染

症対策に充てること 

   

① 総務費、総務管理費、文化振興費、文化振興経費 

かめおか霧の芸術祭に係る経費１７，０００千円 

② 教育費、小学校費、教育振興費、ふるさと学習推進経費 

京都スタジアム・大河ドラマ館等見学に係るバス運行経費３，２５４千円 

 


